
資 料 ４

市町村認知症施策推進計画の策定方法について

１ 認知症施策推進基本計画の位置づけについて

２ 本市の認知症高齢者の状況

３ 認知症施策推進基本計画策定の検討に係る会議体の設置について

４ 認知症当事者等の意見聴取の実施方法及びスケジュール
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 第10期あきる野市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に包含して策定

 ○ 計画期間：令和9年度～令和11年度

〇 本市の認知症施策の現状分析及び課題整理

〇 認知症カフェ等の場を活用し、認知症当事者や家族との既存施策や今後の認知症施策の方向性等
 について、意見交換

〇 令和8年度に向けた認知症施策の方向性を策定委員会へ報告

〇 認知症施策推進基本計画（案）について、認知症当事者等を構成員とする会議体を設置して検討

〇 介護保険事業計画策定委員会へ報告

計画策定の実施方法

計画の位置づけ

１ 認知症施策推進基本計画の位置づけについて
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２ 本市の認知症高齢者の状況

（１）要介護度別認定者数の推計（第9期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画より）
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２ 本市の認知症高齢者の状況
（１）認知症及び軽度認知障害（MCI）の高齢者数と有病率の将来推計（国資料）
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 （自立）の認定者数, 735

 （Ⅰ）の認定者数, 956

 （Ⅱａ）の認定者数, 268

 （Ⅱｂ）の認定者数, 960

 （Ⅲa）の認定者数, 764

 （Ⅲb）の認定者数, 
198

 （Ⅳ）の認定者数, 
348  （Ｍ）の認定者数, 60

２ 本市の認知症高齢者の状況
（２）要介護認定者における認知症高齢者数及び軽度認知障害（MCI）の高齢者の推計

 認知症高齢者自立度（自立）の認定者数 735

    〃     （Ⅰ）の認定者数 956

    〃     （Ⅱａ）の認定者数 268

    〃     （Ⅱｂ）の認定者数 960

    〃     （Ⅲa）の認定者数 764

    〃     （Ⅲb）の認定者数 198

    〃     （Ⅳ）の認定者数 348

    〃     （Ｍ）の認定者数 60

 認定者数合計 4,289

3,554人

※（令和5年10月時点）出典：厚生労働省「介護保険総合データベース」

〇 要介護認定者4,289人のうち、「認知症高齢者自
 立度Ⅰ」以上の認知症を有する高齢者は、3,554人
 と、82.9%を占める。

〇 高齢者人口全体の約24,000人のうち数では、
 14.8％の高齢者が何らかの認知症状を有している。

〇 国の推計であるMCIの有病率（＝15.5%）に基
 づく、本市におけるMCI高齢者数は、推計3,720人
 となる。

MCIを含む認知症状のある高齢者は、約7,274人、30.3%と、
約3人に1人の高齢者に認知症支援が必要となっている。
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n=4,289

※認定者数合計は、各年4月末日および10月末日の二時点で要介護認定
を受けていた要支援・要介護認定者を集計対象としている。要支援・要
介護認定者ごとに直近の要介護認定を受けた時点が異なるため、合計は
異なる。



３ 認知症施策推進基本計画策定の検討に係る会議体の設置について

〇 市の認知症施策推進基本計画の策定に当たっては、認知症基本法（以下、「法」という。）において、
 「あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努めなければならない。」となっていることから、
 市内の認知症カフェ等の参加者、介護保険事業者、地域包括支援センター等で構成する委員会を新たに設置
 し、計画及び各施策の検討を行う。

〇 また、法において「市町村老人福祉計画、（略）市町村介護保険事業計画その他の法令の規定による計画
 であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない」となっている
 こと、第10期あきる野市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に包含して策定することとしていることから、
 この委員会は介護保険事業計画策定委員会の下部組織として設置する。

介護保険事業計画策定委員会

認知症基本計画・施策検討部会（仮称）

新
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４ 認知症当事者等の意見聴取の実施方法

取組事項 令和7年度 令和8年度 令和9年度～

場の発掘・創出・確保
（認知症地域支援推進員）

○認知症カフェ等の意見聴取の場と、
主催者の増を目指す

○既存の認知症カフェ等における関係
づくり

認知症施策推進
基本計画

意識共有・既存取組の評価等

 ○上記の場を活用して、方向性
  や各取組について意見交換

既存の取組、今後の施策の方
向性について、意見聴取

  ○上記の場で、要望や計画策定
   に向けた意見聴取を実施

計画（案）に対する意見交換    ○検討部会において計画案を
    検討し、策定委員会へ報告

検討部会

策定委員会

（１）意見聴取の取組手順
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R7
（介護保険推進委員会）

R7/R8
（介護保険計画策定委員会） R9 R10 R11 R12～

あきる野市
介護保険事業計画・高齢
者保健福祉計画の期間

← 第9期計画 → ←第10期計画→ ←第11期計画→

認知症施策推進基本計画
の期間

←  国：基本計画  →

                               ←  都：推進計画  →

             意見聴取等 市：計画

策定

４ 認知症当事者等の意見聴取の実施方法の検討
（２）他の関係計画との関連図
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認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症基本法の基本理念等に基づき各施策を効果的に展開する。

【市・高齢者支援課】
▼「認知症地域支援推進員」配置            １人
▼認知症予防教室の実施                年３コース（１コース全１２回・約3か月） 
▼高齢者在宅サービスセンターにおける
 認知症カフェの実施                 センターの開館日は毎日開催
▼認知症家族の会への補助の実施            認知症カフェ運営事業への補助
▼認知症高齢者等位置情報探索サービス事業       登録者数１７人（令和７年３月３１日現在）
【地域包括支援センター】
▼認知症初期集中支援チーム設置            対象者９人（令和６年度実績）
▼認知症サポーター養成講座の実施           １，１１３人（令和６年度養成者数）
▼認知症家族の会への支援               月１回の訪問による相談支援

認知症施策の課題整理

あきる野市における主な認知症施策と令和６年度の実績

今後の課題・対応事項

めざす姿

〇各事業の役割や面的な事業体系の整理が必要

〇各施策の効果検証や、広報、連携体制の構築の検討が必要

〇役割の整理、認知症地域支援推進員のセンターへの配置が
 必要

〇各事業を利用するに当たっての入口と各事業の横の
 つながりの整理が不十分

〇認知症サポーターの活躍の場や、家族の会等との連携が
 不十分

〇市と地域包括支援センターにおける認知症施策に関連
 した連携が不十分

課題 対応事項

第2回介護保険推進委員会資料
（令和7年６月１９日開催）
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第2回介護保険推進委員会資料
（令和7年６月１９日開催）
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第2回介護保険推進委員会資料
（令和7年６月１９日開催）


